








altdorf
ノート注釈
H30年10月　森林法第10条の2第1項の規程に基づく林地開発許可申請受理（県）*国の法律、森林法に基づく県の林地開発許可申請がなされた。①災害の防止②水害の防止③水資源の確保④環境の保全、が審査項目H30年12月　土地利用事前協議書正式受理（町）＊土地利用対策部会が5／21に開催されている。同12月　丹那区は区長が協定書に署名



altdorf
ノート注釈
土質はスコリアである。（伊豆の大室山と同等。火山性噴火によるもの。）





altdorf
ノート注釈
調整池の追加説明資料あり。














